
「平成21年度障害者保健福祉推進事業」受託！

　　　　

【参考資料】厚生労働省ホームページ　  

     　　　 平成21年度障害者保健福祉推進事業（障害者自立支援調査研究プロジェクト）募集について

　　　　    http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/jiritsu03.html

　　事業内容
　１）事業名　            ：　障がい者の在宅就業を活用した新たな職域に関する調査研究  　

　２）事業実施(予定)期間  ：　平成21年6月12日から平成22年3月31日まで

　３）事業内容

　情報通信技術の発展や普及により、これまで移動等の問題から一般就労が困難とされてきた重度障がい

者にとって、在宅就業は、働き方の可能性や就業機会の拡大の上から重視され、全国的に取り組みが進ん

でいます。

　そうした中、平成18年に障がい者の雇用促進法が改正され、在宅就業の位置づけと厚生労働大臣による

在宅就業支援団体の登録制度が設けられました。

　平成10年より在宅就業の支援に取り組んできた当法人においても、取り組みの更なる拡大展開に向け、

それまで受けてきた国の「重度障害者在宅就業推進事業」に続き、「厚生労働大臣（登録）在宅就業支援

団体」を取得（2100001）しました。

　しかしながら、登録より3年を経過し、初めての更新を迎えた今年5月の時点において、この制度に該当

する企業からの発注業務は一件も発生していません。このことは、当法人に限定されていることではなく

全国の登録支援団体においても同じような状況にあり、中には更新を取りやめたり、取り組み自体から撤

退を余儀なくされた団体も出てきています。

　勿論、こうした状況を考えた時、支援団体側の素養の不足や、制度に対する普及啓発活動の努力不足も

要因の一つと考えられますが、発注側である企業等の、こうした新制度をはじめとし、雇用・就労をも含

めた障がい者に対する理解と認識の不足や、社内制度や支援体制等の問題点等から、その対応が難しいと

誤解し、取り組みを躊躇している部分も少なくないと考えられます。

　このことは、障がい者の雇用・就労の上において法定雇用率がなかなか遵守されない現状にも通ずるも

のがあり、ましてや在宅就業という新しい障がい者の職域において、発注が発生し難いばかりか、その業

務内容・幅が限られていることは否めません。

　このような現状を鑑み、過去に関わりを持ってきた国の事業の中における成果としての障害者在宅就業

事例を活用しながら、これまでの取り組みの中でも浮上してきている、①企業側が求める働き手・戦力と

しての障がい者像、②企業が必要としているスキルや、③企業等が障害者在宅就業では難しいと誤解を抱

く仕事など、顕在化していない障害者在宅就業の需要を掘り起こし、企業等からの発注を促進させ、職域

を拡大させるような、どちらかと言えば、これまでの受身的、自然発生的発注に活路を求めていた取り組

みから一歩も二歩も踏み出し、発注側の企業等の立場に立ったアンケート調査を岐阜県内の企業について

行いたいと考えています。

　その調査結果を基に、障害者在宅就業と結びつけるために、全国の障害者在宅就業支援団体や、就労を

希望する障がい者に対して調査を実施し、①新たな職域に成りうるのか分析すると同時に、②複数事業所

・支援団体間においての連携により受託を行うことで、一般就労が困難な障がい者でも、住み慣れた地域

で継続的に安心して働き、暮らせる仕組みの構築に向けて検討をすすめます。

　なお、調査研究で得られた成果は、岐阜県を中心に、インターネット等を利用して全国の企業等や障が

い者・団体に向け、研修報告会などを実施し普及啓発に努めます。

　障害者保健福祉推進事業（障害者自立支援調査研究プロジェクト）は、平成18年度よりスタートした障

害者自立支援法の施行にあたり、障がい者の就労支援、地域移行、地域生活支援等を推進し、その自立支

援の充実を図る上からも、地域における様々な工夫や取り組みを積み上げ、その普及を図ることが必要不

可欠であると考えられることから、そうした取り組みに対して調査研究を行い、その結果や成果を事業に

反映し、円滑な実施を図る中で、同事業への理解と普及を図る目的で厚生労働省によって設けられた事業

です。なお、この事業においては、広く調査研究テーマを公募し、応募案件の中より目的が適切と認めら

れた応募調査事業に対して助成が行われると同時に、その調査研究の成果は、障がい者に対する保健福祉

サービスの一層の充実及び障害福祉計画の円滑なる推進の上において一人でも多くの自立、社会参加を望

む障がい者のために反映することが目的とされ求められています。

　そこで、当法人では、①日頃の取り組みの中における問題点や課題の解決と、②障がい者の在宅就業を

含む雇用・就労への社会の理解を深め、③職域の拡大を図る上から、初めて当事業に下記の企画書を応募

し、受託しました。（平成21年6月12日付　障発第0612002号）

　今後、当事業における研究調査の結果等の情報提供を行います。


